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(57)【要約】
【課題】標準的な超音波診断装置を用いた検査環境にお
いて穿刺針の視認性を向上させることができる超音波診
断装置及びプログラムを提供すること。
【解決手段】実施の形態の超音波画像診断装置１では、
歪算出部は、超音波画像の所定の領域ごとに、当該超音
波画像に描出された被検体の組織の歪を算出する。そし
て、特徴量算出部は、歪算出部によって所定の領域ごと
に算出された歪が所定の閾値を超えるか否かを判定する
。そして、制御部は、特徴量算出部によって歪が所定の
閾値を超えたと判定された領域の位置に穿刺針を示す情
報を表示させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波画像の所定の領域ごとに、当該超音波画像に描出された被検体の組織の歪を算出
する算出手段と、
　前記算出手段によって所定の領域ごとに算出された歪が所定の閾値を超えるか否かを判
定する判定手段と、
　前記判定手段によって歪が所定の閾値を超えたと判定された判定領域の位置に穿刺針を
示す情報を表示させる表示制御手段と、
　を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記穿刺針を示す情報として、前記判定領域の位置を強調させた
強調画像、又は、前記判定領域の位置を強調させるとともに当該判定領域に描出された組
織が透過される透過画像を表示させることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置
。
【請求項３】
　前記算出手段は、組織ドプラ法及び前記超音波画像の特徴比較のどちらか一方を用いて
前記歪を算出することを特徴とする請求項１又は２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、穿刺針を示す情報を表示した直後に、前記判定手段によってすべ
ての歪が前記所定の閾値を超えていないと判定された場合には、現時点で表示させている
穿刺針を示す情報を継続して表示させることを特徴とする請求項１又は２に記載の超音波
診断装置。
【請求項５】
　前記判定手段は、前記算出手段によって算出された歪が穿刺針の移動に起因する歪であ
るか否かをさらに判定し、穿刺針の移動に起因する歪であると判定した場合に、当該歪が
所定の閾値を超えるか否かを判定することを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記
載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、過去に表示させた穿刺針を示す情報を継続して表示させた後に、
前記判定手段によって前記歪とは異なる方向の歪が前記所定の閾値を超えたと判定された
場合には、前記穿刺針の移動量と画像の特徴とに基づいて、現時点で表示させている穿刺
針を示す情報の表示を終了させることを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の
超音波診断装置。
【請求項７】
　前記算出手段は、前記超音波画像の任意の範囲に含まれる前記所定の領域ごとに、当該
所定の領域に描出された被検体の組織の歪を算出することを特徴とする請求項１～６のい
ずれか１つに記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　超音波画像の所定の領域ごとに、当該超音波画像に描出された被検体の組織の歪を算出
する算出手順と、
　前記算出手順によって所定の領域ごとに算出された歪が所定の閾値を超えるか否かを判
定する判定手順と、
　前記判定手順によって歪が所定の閾値を超えたと判定された判定領域の位置に穿刺針を
示す情報を表示させる表示制御手順と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施の形態は、超音波診断装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、超音波診断装置は、超音波画像をリアルタイムで表示できることから、生体組織
検査やラジオ波焼灼治療（ＲＦＡ：Radio Frequency Ablation）などの穿刺が行なわれる
場合に多く用いられる。例えば、生体組織検査のために組織採取を行う場合には、医師は
、ターゲットとなる病変をリアルタイムで超音波画像により確認しながら、穿刺針を体内
に刺し、組織採取を行う。また、ＲＦＡを行う場合には、医師は、ターゲットとなる病変
をリアルタイムで超音波画像により確認しながら、穿刺針を病変部位まで刺し、その後、
穿刺針からラジオ波を照射する。 
【０００３】
　ところで、このような超音波診断装置を用いた穿刺術では、超音波画像上で穿刺針が明
瞭に描出されず、穿刺針がどこまで進入しているのかを把握することが困難になる場合が
あった。そこで、近年、穿刺針の視認性を向上させるためのいくつかの技術が開発されて
いる。かかる場合では、専用のハードウェアを用いて穿刺針の視認性を向上させている。
【０００４】
　しかしながら、従来技術においては、専用のハードウェアが必要であり、利用可能な環
境が限られていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１７８５８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、標準的な超音波診断装置を用いた検査環境において
穿刺針の視認性を向上させることができる超音波診断装置及びプログラムを提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施の形態の超音波画像診断装置は、算出手段と、判定手段と、表示制御手段とを備え
る。算出手段は、超音波画像の所定の領域ごとに、当該超音波画像に描出された被検体の
組織の歪を算出する。判定手段は、前記算出手段によって所定の領域ごとに算出された歪
が所定の閾値を超えるか否かを判定する。表示制御手段は、前記判定手段によって歪が所
定の閾値を超えたと判定された判定領域の位置に穿刺針を示す情報を表示させる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の全体構成を説明するための図で
ある。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る画像データ制御部の構成の一例を説明するための
図である。
【図３】図３は、穿刺針進入に伴う組織の歪を説明するための図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る超音波診断装置による処理を説明するための図で
ある。
【図５】図５は、穿刺針の進入が停止した状態を説明するための図である。
【図６】図６は、穿刺針の進入が停止した場合の画像データ生成部の処理を説明するため
の図である。
【図７】図７は、穿刺針が抜かれる場合の画像データ生成部１５０の処理を説明するため
の図である。
【図８】図８は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１による処理の手順を示すフロー
チャートである。
【図９】図９は、歪を算出する領域の変形例を説明するための図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００９】
　（第１の実施形態）
　まず、第１の実施形態に係る超音波診断装置の全体構成について、図１を用いて説明す
る。図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の全体構成を説明するための図であ
る。図１に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、超音波プローブ１１
と、入力装置１２と、モニタ１３と、装置本体１００とを有し、ネットワークに接続され
ている。
【００１０】
　超音波プローブ１１は、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、後述す
る装置本体１００が有する送受信部１１０から供給される駆動信号に基づき超音波を発生
し、さらに、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プロー
ブ１１は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後方への超音波の伝播を防
止するバッキング材などを有する。
【００１１】
　超音波プローブ１１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検
体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号と
して超音波プローブ１１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信
号の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。
なお、送信された超音波パルスが移動している血流や心臓壁などの表面で反射された場合
の反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存し
て、周波数偏移を受ける。
【００１２】
　そして、実施例１に係る超音波プローブ１１には、医師が超音波画像を参照しながら生
体組織検査やラジオ波焼灼治療などの穿刺を行なうために、穿刺アダプタ１１ａが取り付
けられる。そして、穿刺アダプタ１１ａには、穿刺針１１ｂが取り付けられている。医師
は、超音波画像を参照しながら、穿刺アダプタ１１ａに取り付けられた穿刺針１１ｂを被
検体Ｐのターゲット部位まで挿入する。
【００１３】
　なお、本実施形態は、複数の圧電振動子が一列で配置された１次元超音波プローブであ
る超音波プローブ１１により、被検体Ｐを２次元でスキャンする場合であっても、１次元
超音波プローブの複数の圧電振動子を機械的に揺動する超音波プローブ１１や複数の圧電
振動子が格子状に２次元で配置された２次元超音波プローブである超音波プローブ１１に
より、被検体Ｐを３次元でスキャンする場合であっても、適用可能である。
【００１４】
　入力装置１２は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドスク
リーン、フットスイッチ、トラックボールなどを有し、超音波診断装置１の操作者からの
各種設定要求を受け付け、装置本体１００に対して受け付けた各種設定要求を転送する。
【００１５】
　モニタ１３は、超音波診断装置１の操作者が入力装置１２を用いて各種設定要求を入力
するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１００におい
て生成された超音波画像などを表示したりする。例えば、モニタ１３は、被検体Ｐに刺さ
れた穿刺針の位置を示した超音波画像を表示する。
【００１６】
　装置本体１００は、超音波プローブ１１が受信した反射波に基づいて超音波画像を生成
する装置であり、図１に示すように、送受信部１１０と、Ｂモード処理部１２０と、ドプ
ラ処理部１３０と、画像データ制御部１４０と、画像データ生成部１５０と、画像メモリ
１６０と、制御部１７０と、内部記憶部１８０とを有する。
【００１７】
　送受信部１１０は、トリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路などを有し、超音波プ



(5) JP 2012-143389 A 2012.8.2

10

20

30

40

50

ローブ１１に駆動信号を供給する。パルサ回路は、所定のレート周波数で、送信超音波を
形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、遅延回路は、超音波プローブ１
１から発生される超音波をビーム状に集束して送信指向性を決定するために必要な圧電振
動子ごとの遅延時間を、パルサ回路が発生する各レートパルスに対し与える。また、トリ
ガ発生回路は、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１１に駆動信号（駆
動パルス）を印加する。すなわち、遅延回路は、各レートパルスに対し与える遅延時間を
変化させることで、圧電振動子面からの送信方向を任意に調整する。
【００１８】
　また、送受信部１１０は、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器などを有し、超音波プロ
ーブ１が受信した反射波信号に対して各種処理を行なって反射波データを生成する。アン
プ回路は、反射波信号をチャンネルごとに増幅してゲイン補正処理を行ない、Ａ／Ｄ変換
器は、ゲイン補正された反射波信号をＡ／Ｄ変換して受信指向性を決定するのに必要な遅
延時間を与え、加算器は、Ａ／Ｄ変換器によって処理された反射波信号の加算処理を行な
って反射波データを生成する。加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に応じ
た方向からの反射成分が強調される。
【００１９】
　このように、送受信部１１０は、超音波の送受信における送信指向性と受信指向性とを
制御する。なお、送受信部１１０は、後述する制御部１６０の制御により、遅延情報、送
信周波数、送信駆動電圧、開口素子数などを瞬時に変更可能な機能を有している。特に、
送信駆動電圧の変更においては、瞬時に値を切り替えることが可能であるリニアアンプ型
の発振回路、又は、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
また、送受信部１１０は、１フレームもしくはレートごとに、異なる波形を送信して受信
することも可能である。
【００２０】
　Ｂモード処理部１２０は、送受信部１１０からゲイン補正処理、Ａ／Ｄ変換処理および
加算処理が行なわれた処理済み反射波信号である反射波データを受信し、対数増幅、包絡
線検波処理などを行なって、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデー
タ）を生成する。 
【００２１】
　ここで、Ｂモード処理部１２０は、検波周波数を変化させることで、映像化する周波数
帯域を変えることができる。また、Ｂモード処理部１２０は、１つの受信データに対して
、２つの検波周波数による検波処理を並列して行うことができる。 
【００２２】
　このＢモード処理部１２０の機能を用いることにより、超音波造影剤が注入された被検
体Ｐの関心領域における１つの受信データから、関心領域を流動する超音波造影剤（微小
気泡、バブル）を反射源とする反射波データと、関心領域に存在する組織を反射源とする
反射波データとを分離することができ、後述する画像データ生成部１５０は、流動するバ
ブルを高感度に映像化した造影像および形態を観察するために組織を映像化した組織像を
生成することができる。 
【００２３】
　ドプラ処理部１３０は、送受信部１１０から受信した反射波データから速度情報を周波
数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、
パワーなどの移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。
【００２４】
　より具体的には、ドプラ処理部１３０は、組織ドプラ法（ＴＤＩ：Tissue　Doppler　I
maging）及びカラードプラ法を実行可能な処理部である。すなわち、ドプラ処理部１３０
は、走査範囲内にある組織の運動情報（組織運動情報）を取得して、組織の動態を示す組
織ドプラ画像を生成するための組織ドプラデータを生成する処理部である。また、ドプラ
処理部１３０は、走査範囲内にある血流の運動情報（血流運動情報）を取得して、血流の
動態を示すカラードプラ画像を生成するためのカラードプラデータを生成する処理部であ
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る。
【００２５】
　画像データ制御部１４０は、Ｂモード処理部１２０によって生成されたＢモードデータ
及びドプラ処理部１３０によって生成されたドプラデータから表示用の画像を生成するた
めの各種制御を実行する。例えば、画像データ制御部１４０は、ドプラデータに基づいて
、穿刺針１１ｂを強調表示するために用いられる特徴量を算出する。なお、特徴量につい
ては後に詳述する。
【００２６】
　画像データ生成部１５０は、Ｂモード処理部１２０が生成したＢモードデータや、ドプ
ラ処理部１３０が生成したドプラデータから、超音波画像を生成する。具体的には、画像
データ生成部１５０は、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビなどに代表されるビデ
オフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）することで、Ｂモードデー
タやドプラデータから表示用の超音波画像（Ｂモード画像やドプラ画像）を生成する。ま
た、画像データ生成部１５０は、画像データ制御部１４０の処理結果を用いて、被検体Ｐ
に刺された穿刺針１１ｂを強調表示した表示用の超音波画像を生成する。そして、画像デ
ータ生成部１５０は、生成した表示用の超音波画像を画像メモリ１６０に格納する。なお
、画像データ生成部による穿刺針１１ｂを強調表示した表示用画像の生成については後に
詳述する。
【００２７】
　画像メモリ１６０は、Ｂモード処理部１２０及びドプラ処理部１３０によって生成され
たＲａｗデータ（Ｂモードデータ及びドプラデータ）、画像データ生成部１５０によって
生成された表示用超音波画像を記憶する。また、画像メモリ１６０は、画像データ制御部
１４０による処理結果を記憶する。さらに、画像メモリ１６０は、送受信部１１０を経た
直後の出力信号（ＲＦ：Rａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）や画像の輝度信号、種々の生
データなどを必要に応じて記憶する。
【００２８】
　制御部１７０は、超音波診断装置１における処理全体を制御する。具体的には、制御部
１７０は、入力装置１２を介して操作者から入力された各種設定要求や、内部記憶部１８
０から読込んだ各種制御プログラムおよび各種設定情報に基づき、送受信部１１０、Ｂモ
ード処理部１２０、ドプラ処理部１３０、画像データ制御部１４０および画像データ生成
部１５０の処理を制御したり、画像メモリ１６０が記憶する超音波画像などをモニタ１３
にて表示するように制御したりする。
【００２９】
　内部記憶部１８０は、超音波送受信、画像処理および表示処理を行なうための制御プロ
グラムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見など）や、診断プロトコルなどの各
種データを記憶する。また、内部記憶部１８０は、必要に応じて、画像メモリ１６０が記
憶する画像の保管などにも使用される。
【００３０】
　以上、第１の実施形態に係る超音波診断装置の全体構成について説明した。かかる構成
のもと、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、以下、詳細に説明する画像データ制
御部１４０の処理により、標準的な超音波診断装置を用いた検査環境において穿刺針の視
認性を向上させることが可能となるように構成されている。
【００３１】
　以下、第１の実施形態に係る画像データ制御部１４０の処理について、図２などを用い
て詳細に説明する。なお、第１の実施形態では、操作者が穿刺針１１ｂを用いた穿刺術を
開始した後の処理について説明する。
【００３２】
　図２は、第１の実施形態に係る画像データ制御部１４０の構成の一例を説明するための
図である。画像データ制御部１４０は、図２に示すように、白黒画像データ処理部１４１
と、カラー画像データ処理部１４２とを有し、図示しないバスを介して、画像データ生成



(7) JP 2012-143389 A 2012.8.2

10

20

30

40

50

部１５０及び画像メモリ１６０と接続される。
【００３３】
　白黒画像データ処理部１４１は、白黒画像の生成に関する各種処理を実行する。カラー
画像データ処理部１４２は、図２に示すように、速度平均抽出部１４２ａと、歪算出部１
４２ｂと、特徴量算出部１４２ｃとを有し、組織ドプラ法により生成された組織ドプラデ
ータを用いて穿刺針の視認性を向上させるための各種処理を実行する。
【００３４】
　具体的には、カラー画像データ処理部１４２においては、速度平均抽出部１４２ａ、歪
算出部１４２ｂ及び特徴量算出部１４２ｃが、組織ドプラデータに含まれる速度成分に基
づいて、穿刺針が体表から刺されることによって生じる組織の歪を算出して、算出した歪
から穿刺針の位置を特定する。
【００３５】
　図３は、穿刺針進入に伴う組織の歪を説明するための図である。図３においては、被検
体Ｐの体表３０に対して超音波プローブ１１を当てながら穿刺針１１ｂによる穿刺術を実
行している場合について示している。また、図３においては、組織ドプラ法を用いて穿刺
針１１ｂの位置を特定する場合について示している。また、図３に示す矢印２１は、穿刺
針１１ｂの進行方向を示す。また、図３に示す矢印２２は、穿刺針１１ｂが組織を押す力
を示す。また、図３に示す矢印２３は、ラスタの超音波プローブ１１が送信する超音波ビ
ームの方向を示す。また、図３に示す円２４は、組織ドプラデータのサンプリング位置を
示す。
【００３６】
　例えば、図３に示すように、体表３０から矢印２１の方向に穿刺針１１ｂが進入すると
、穿刺針１１ｂを中心とした周囲の組織に押す力２２が発生する。すなわち、穿刺針１１
ｂの進入に伴って、穿刺針１１ｂの周囲の組織に歪が発生することとなる。また、組織ド
プラ法を用いたスキャンでは、サンプリングの位置２４などにおいて収集される組織ドプ
ラデータに速度成分が含まれることとなる。第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、
組織ドップラデータに含まれる速度成分に基づいて、穿刺針１１ｂの周囲の組織に発生し
た歪を算出することにより穿刺針の位置を特定する。
【００３７】
　図２に戻って、速度平均抽出部１４２ａは、超音波画像の所定の領域ごとに、当該所定
の領域に対応する位置のドプラデータに含まれる速度成分に基づいて速度平均を抽出する
。例えば、速度平均抽出部１４２ａは、超音波画像の画素ごとに、当該画素に対応する位
置のドプラデータに含まれる速度成分に基づいて速度平均を抽出する。一例を挙げると、
速度平均抽出部１４２ａは、組織ドプラ法を用いたスキャンの１サンプルごとに速度平均
を抽出する。
【００３８】
　図４は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１による処理を説明するための図である
。図４の（Ａ）は、速度平均抽出部１４２ａによる処理を模式的に示す図である。図４の
（Ｂ）及び（Ｃ）は、後述する画像データ生成部１５０の処理を示す図である。なお、図
４の（Ｂ）及び（Ｃ）については、後に詳述する。
【００３９】
　例えば、速度平均抽出部１４２ａは、図４の（Ａ）に示すように、「ラスタ：１、サン
プル：１」の速度成分、分散成分、パワー成分から「ラスタ：１、サンプル：１」の速度
平均を抽出する。そして、速度平均抽出部１４２ａは、抽出した分散成分及びパワー成分
を用いて、サンプルの所定の位相における座標（フェーズＣｏｓ、フェーズＳｉｎ）を算
出する。
【００４０】
　その後、速度平均抽出部１４２ａは、算出した座標それぞれと分散成分との積をとった
値をスムージング値とする。そして、速度平均抽出部１４２ａは、スムージング値から超
音波画像の総画素数の商を取った値を速度平均値として算出する。すなわち、図３に示す
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ように、穿刺針１１ｂがラスタの方向に対して斜めに侵入することから、ベクトルを考慮
するために、速度平均抽出部１４２ａは、速度平均を座標として抽出する。そして、速度
平均抽出部１４２ａは、抽出した「ラスタ：１、サンプル：１」の速度平均のデータを画
像メモリ１６０に格納する。同様に、速度平均抽出部１４２ａは、すべてのラスタのサン
プルに対して上述した処理を実行して、サンプルごとに速度平均を抽出して画像メモリ１
６０に格納する。そして、速度平均抽出部１４２ａは、スキャンされたフレームにおける
サンプルの速度平均を順次抽出して、画像メモリ１６０に格納する。
【００４１】
　図２に戻って、歪算出部１４２ｂは、超音波画像の所定の領域ごとに、当該超音波画像
に描出された被検体の組織の歪を算出する。具体的には、歪算出部１４２ｂは、速度平均
抽出部１４２ａによって抽出された速度平均を用いて歪を算出する。例えば、歪算出部１
４２ｂは、画像メモリ１６０によって記憶されたサンプルごとの速度平均を用いて、各サ
ンプルの位置における歪を算出する。
【００４２】
　例を挙げると、歪算出部１４２ｂは、画像メモリ１６０によって記憶されたサンプルご
との速度平均を読み出し、読み出した速度平均の逆正接の逆数をとる。そして、歪算出部
１４２ｂは、走査線の時間間隔から円周率の商を取った結果と負の値を正の値に変換する
１２８とを積算した値を、当該逆数の値に積算した値を歪として算出する。そして、歪算
出部１４２ｂは、算出した歪の情報を画像メモリ１６０に格納する。同様に、歪算出部１
４２ｂは、画像メモリ１６０によって記憶されたすべての速度平均を用いて、各サンプル
の位置における歪を算出する。そして、歪算出部１４２ｂは、スキャンされたフレームに
おける各サンプルの歪を順次算出して、画像メモリ１６０に格納する。
【００４３】
　特徴量算出部１４２ｃは、歪算出部１４２ｂによって所定の領域ごとに算出された歪が
所定の閾値を超えるか否かを判定する。例えば、特徴量算出部１４２ｃは、画像メモリ１
６０によって記憶された各サンプルの位置の歪が所定の閾値を越えるか否かをスキャンさ
れたフレームについて順次判定する。そして、特徴量算出部１４２ｃは、判定したフレー
ムの超音波画像に判定結果を対応付けて画像メモリ１６０に順次格納する。
【００４４】
　ここで、特徴量算出部１４２ｃは、歪算出部１４２ｂによって算出された歪が穿刺針の
移動に起因する歪であるか否かをさらに判定し、穿刺針の移動に起因する歪であると判定
した場合に、当該歪が所定の閾値を超えるか否かを判定する。具体的には、特徴量算出部
１４２ｃは、歪が生じている位置や歪の仕方などが穿刺針の移動に起因する場合に、当該
歪が所定の閾値を超えるか否かを判定する。例えば、特徴量算出部１４２ｃは、算出され
た歪が被検体Ｐの動きによって生じた歪である場合には、当該歪が所定の閾値を超えるか
否かを判定しない。すなわち、特徴量算出部１４２ｃは、穿刺針の移動に起因する歪を対
象として判定処理を行う。なお、穿刺針の移動に起因する歪であるか否かを判定するため
の情報としては、例えば、歪が生じている位置や、歪の程度、自発的に動く部位などが用
いられる。
【００４５】
　画像データ生成部１５０は、特徴量算出部１４２ｃによって歪が所定の閾値を超えたと
判定された判定領域の位置に穿刺針を示す情報を描出した画像を生成する。例えば、画像
データ生成部１５０は、画像メモリ１６０によって記憶された超音波画像において、歪が
所定の閾値を越えたサンプルの位置を穿刺針の先端とした画像を生成する。すなわち、画
像データ生成部１５０は、時系列で連続する複数の超音波画像において、歪が所定の閾値
を越えたサンプルの位置を順次穿刺針の先端として画像を生成する。その際、直前の画像
に描出された穿刺針を継続して描出する画像を生成する。
【００４６】
　例えば、画像データ生成部１５０は、穿刺針を示す情報として、判定領域の位置を強調
させた強調画像を生成する。表示の一例を示すと、画像データ生成部１５０は、時系列で
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連続する複数の超音波画像それぞれの歪の位置に順次穿刺針を示す情報を描出していくこ
とで、例えば、図４の（Ｂ）に示すように、穿刺針の位置を強調させた画像を生成する。
【００４７】
　また、画像データ生成部１５０は、判定領域の位置を強調させるとともに当該判定領域
に描出された組織が透過される透過画像を生成する。表示の一例を示すと、画像データ生
成部１５０は、時系列で連続する複数の超音波画像それぞれの歪の位置に透過性の情報を
順次重畳させることで、例えば、図４の（Ｃ）に示すように、超音波画像に描出された組
織が透過された透過画像を生成する。すなわち、制御部１７０は、特徴量算出部１４２ｃ
によって歪が所定の閾値を超えたと判定された判定画素の位置に穿刺針を示す情報を表示
させることとなる。また、制御部１７０は、穿刺針を示す情報として、判定画素の位置を
強調させた強調画像、又は、判定画素の位置を強調させるとともに当該判定画素に描出さ
れた組織が透過される透過画像を表示させることとなる。
【００４８】
　ここで、穿刺針の進入が停止した場合について説明する。図５は、穿刺針の進入が停止
した状態を説明するための図である。例えば、図５の（Ａ）に示すように、穿刺針１１ｂ
が矢印２１の方向に進入している場合には、穿刺針１１ｂに組織を押す力２２が発生して
いる。すなわち、組織に歪が生じていることから、穿刺針の位置を特定することができず
５の（Ａ）に示すように、穿刺針を示す情報を表示させることが可能である。
【００４９】
　一方、例えば、図５の（Ｂ）に示すように、矢印２１の方向への進入が停止して、組織
を押す力２２が生じていない場合には、穿刺針の先端の位置がわからなくなる。すなわち
、図５の（Ｂ）に示すように、穿刺針が停止した場合には、穿刺針を示す情報を描出しな
くなる。
【００５０】
　そこで、画像データ生成部１５０は、穿刺針を描出した画像を生成した直後に、特徴量
算出部１４２ｃによってすべての歪が所定の閾値を超えていないと判定された場合には、
現時点で表示させている穿刺針を示す情報を描出した動画を継続して生成する。具体的に
は、画像データ生成部１５０は、穿刺針が停止した場合には、直前に生成した画像を継続
して生成する。
【００５１】
　図６は、穿刺針の進入が停止した場合の画像データ生成部１５０の処理を説明するため
の図である。例えば、画像データ生成部１５０は、図６に示すように、穿刺針１１ｂの矢
印２１の方向への進入が停止した場合には、過去の画像から歪の位置を取得して、取得し
た歪の位置に穿刺針を示す情報を描出した画像を生成する。
【００５２】
　次に、穿刺針が抜かれる場合について説明する。穿刺針が抜かれる場合には、穿刺針は
一旦停止した後に、進入とは逆向きの力が発生する。すなわち、組織は穿刺針から押す力
とは逆の力がかかることとなり、速度平均が負の値となる。そこで、画像データ生成部１
５０は、過去に表示させた穿刺針を示す情報を継続して生成した後に、特徴量算出部１４
２ｃによって進入時の歪とは異なる方向の歪が所定の閾値を超えたと判定された場合には
、穿刺針の移動量と画像の特徴とに基づいて、現時点で表示させている穿刺針を示す情報
を一部削除した画像を生成する。
【００５３】
　図７は、穿刺針が抜かれる場合の画像データ生成部１５０の処理を説明するための図で
ある。例えば、画像データ生成部１５０は、図７に示すように、穿刺針１１ｂが体表３０
の方向に抜かれる力２５で抜かれた場合には、速度平均とパターンマッチングにより抜か
れた領域を算出し、算出した領域に相当する穿刺針の情報を削除した画像を生成する。
【００５４】
　このように、カラー画像データ処理部１４２が、組織ドプラデータに含まれる速度成分
、分散成分及びパワー成分に基づいて、組織の歪を算出し、算出した歪の位置を穿刺針の
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先端とすることで、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、標準的な超音波診断装置
を用いた検査環境において穿刺針の視認性を向上させることを可能にする。なお、上述し
た第１の実施形態に係る超音波診断装置１において実行される速度平均及び歪みの算出に
ついては、種々の公知の手法を用いて実現するものであっても構わない。
【００５５】
　次に、図８を用いて、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の処理について説明する
。なお、図８においては、穿刺針を用いた穿刺術が行われている場合の処理について示す
。
【００５６】
　図８は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１による処理の手順を示すフローチャー
トである。図８に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１においては、穿刺
針の視認性を向上させる機能が起動されると（ステップＳ１０１肯定）、速度平均抽出部
１４２ａは、組織ドプラデータから、サンプルごとの速度、分散、パワーを抽出する（ス
テップＳ１０２）。そして、速度平均抽出部１４２ａは、速度平均を算出する（ステップ
Ｓ１０３）。
【００５７】
　その後、歪算出部１４２ｂは、全サンプルの歪を算出して（ステップＳ１０４）、歪が
最大となる領域を穿刺針の先端と決定する（ステップＳ１０５）。そして、画像データ生
成部１５０は、各フレームにおける穿刺針の先端の領域を繋げた画像を生成して、制御部
１７０は、穿刺針として表示する（ステップＳ１０６）。
【００５８】
　そして、歪算出部１４２ｂは、速度平均が算出されるか否かを判定する（ステップＳ１
０７）。ここで、速度平均が算出されなかった場合に（ステップＳ１０７否定）、画像デ
ータ生成部１５０は、穿刺針の動きが停止したと判定し、直近の穿刺針の位置に穿刺針を
示す情報を描出した画像を生成し、制御部１７０は、生成された画像を表示させる（ステ
ップＳ１０８）。
【００５９】
　その後、歪算出部１４２ｂは、速度平均が負の値を示すか否かを判定する（ステップＳ
１０９）。ここで、速度平均が負の値を示す場合には（ステップＳ１０９肯定）、画像デ
ータ生成部１５０は、穿刺針が抜かれていると判定し、速度平均とパターンマッチングに
より穿刺針が抜かれた領域を算出して、算出した領域の穿刺針を削除した画像を生成し、
制御部１７０は、生成された画像を表示させる（ステップＳ１１０）。
【００６０】
　その後、歪算出部１４２ｂは、速度平均が算出されるか否かを判定する（ステップＳ１
１１）。ここで、速度平均が算出される場合には（ステップＳ１１１肯定）、画像データ
生成部１５０は、ステップＳ１１０に戻って、処理を継続する。一方、速度平均が算出さ
れない場合には（ステップＳ１１１否定）、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、
穿刺針が完全に抜かれたと判定して（ステップＳ１１２）、処理を終了する。
【００６１】
　上述したように、第１の実施形態によれば、歪算出部１４２ｂは、超音波画像の画素ご
とに、当該超音波画像に描出された被検体の組織の歪を算出する。そして、特徴量算出部
１４２ｃは、歪算出部１４２ｂによって画素ごとに算出された歪が所定の閾値を超えるか
否かを判定する。そして、制御部１７０は、特徴量算出部１４２ｃによって歪が所定の閾
値を超えたと判定された判定画素の位置に穿刺針を示す情報を表示させる画像を生成する
。従って、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、標準的な超音波診断装置を用いた
検査環境において穿刺針の視認性を向上させることを可能にする。
【００６２】
　また、第１の実施形態によれば、制御部１７０は、穿刺針を示す情報として、判定画素
の位置を強調させた強調画像、又は、判定画素の位置を強調させるとともに当該判定画素
に描出された組織が透過される透過画像を表示させる。従って、第１の実施形態に係る超
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音波診断装置１は、超音波画像に描出された部位を隠すことなく穿刺針を表示させること
を可能にする。
【００６３】
　また、第１の実施形態によれば、制御部１７０は、穿刺針を示す情報を表示した直後に
、特徴量算出部１４２ｃによってすべての歪が所定の閾値を超えていないと判定された場
合には、現時点で表示させている穿刺針を示す情報を継続して表示させる。従って、第１
の実施形態に係る超音波診断装置１は、穿刺針の進入が停止した場合でも、操作者に穿刺
針の位置情報を提供することを可能にする。
【００６４】
　また、第１の実施形態によれば、特徴量算出部１４２ｃは、歪算出部１４２ｂによって
算出された歪が穿刺針の移動に起因する歪であるか否かをさらに判定し、穿刺針の移動に
起因する歪であると判定した場合に、当該歪が所定の閾値を超えるか否かを判定する。従
って、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、穿刺針の位置を効率よく特定すること
を可能にする。
【００６５】
　また、第１の実施形態によれば、制御部１７０は、過去に表示させた穿刺針を示す情報
を継続して表示させた後に、特徴量算出部１４２ｃによって歪とは異なる方向の歪が所定
の閾値を超えたと判定された場合には、穿刺針の移動量と画像の特徴とに基づいて、現時
点で表示させている穿刺針を示す情報の表示を終了させる。従って、第１の実施形態に係
る超音波診断装置１は、穿刺針が抜かれる場合でも、操作者に穿刺針の位置情報を提供す
ることを可能にする。
【００６６】
　（第２の実施形態）
　さて、これまで第１の実施形態について説明したが、上述した第１の実施形態以外にも
、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。
【００６７】
（１）歪を算出する範囲
　上述した第１の実施形態では、フレームにおけるすべてのサンプルの歪を算出する場合
について説明した。しかしながら、開示の技術はこれに限定されるものではなく、例えば
、操作者によって指定された範囲内のサンプルの歪を算出する場合であってもよい。
【００６８】
　具体的には、歪算出部１４２ｂは、超音波画像の任意の範囲に含まれる所定の領域ごと
に、当該所定の領域に描出された組織の歪を算出する。図９は、歪を算出する領域の変形
例を説明するための図である。例えば、歪算出部１４２ｂは、図９に示すように、穿刺ガ
イド１１ｃの間の領域１１ｄに含まれる画素に描出された組織の歪を算出する。従って、
第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、穿刺針の位置を特定するための処理負荷を軽
減することを可能にする。
【００６９】
（２）歪の算出対象となる領域
　上述した第１の実施形態では、画素ごとに歪を算出する場合について説明した。しかし
ながら、開示の技術はこれに限定されるものではなく、例えば、超音波画像の任意の領域
ごとに歪みを算出する場合であってもよい。
【００７０】
　以上説明したとおり、第１の実施形態及び第２の実施形態によれば、本実施形態の超音
波診断装置は、標準的な超音波診断装置を用いた検査環境において穿刺針の視認性を向上
させることを可能にする。
【００７１】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
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置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００７２】
　１　超音波診断装置
　１１　超音波プローブ
　１１ａ　穿刺アダプタ
　１１ｂ　穿刺針
　１２　入力装置
　１３　モニタ
　１００　装置本体
　１４２ａ　速度平均抽出部
　１４２ｂ　歪算出部
　１４２ｃ　特徴量算出部
　１７０　制御部

【図１】 【図２】

【図３】



(13) JP 2012-143389 A 2012.8.2

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(14) JP 2012-143389 A 2012.8.2

【図８】 【図９】



(15) JP 2012-143389 A 2012.8.2

フロントページの続き

(72)発明者  小林　豊
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  郡司　隆之
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  星野　伸一
            栃木県大田原市下石上１３８５番地　東芝メディカルシステムズ株式会社内
Ｆターム(参考) 4C601 DE04  EE10  EE16  FF03  JC11  JC16  KK12  LL38 



专利名称(译) 超声诊断设备和程序

公开(公告)号 JP2012143389A 公开(公告)日 2012-08-02

申请号 JP2011004094 申请日 2011-01-12

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝
东芝医疗系统株式会社

申请(专利权)人(译) 东芝公司
东芝医疗系统有限公司

[标]发明人 小笠原勝
赤木和哉
小林豊
郡司隆之
星野伸一

发明人 小笠原 勝
赤木 和哉
小林 豊
郡司 隆之
星野 伸一

IPC分类号 A61B8/08

FI分类号 A61B8/08 A61B8/14

F-TERM分类号 4C601/DE04 4C601/EE10 4C601/EE16 4C601/FF03 4C601/JC11 4C601/JC16 4C601/KK12 4C601
/LL38

代理人(译) 酒井宏明

外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供一种能够使用标准超声波诊断装置提高检查环境中的穿刺针的可视
性的超声波诊断装置和程序。 在根据实施例的超声诊断成像装置1中，
应变计算单元针对超声图像的每个预定区域计算超声图像中描绘的对象
的组织的应变。然后，特征量计算单元确定由失真计算单元针对每个预
定区域计算的失真是否超过预定阈值。然后，控制单元使得指示穿刺针
的信息显示在由特征量计算单元确定的区域的位置处，以使应变超过预
定阈值。 [选择图]图2

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e1a13bc7-0f72-42c8-bc3b-3f5958ff223d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/046787604/publication/JP2012143389A?q=JP2012143389A

